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令和６年度ダイオキシン類調査測定計画 

１ 目的 

この計画は、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）第 27 条の規定に基

づき、大気、水質（底質を含む）及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況についての調査

測定に関し必要な事項を定めるものである。 

 

２ 調査機関 

調査機関は、次のとおりである。 

 （１）県の機関 

 環境生活部環境保全課、各広域振興局等、環境保健研究センター 

 （２）ダイオキシン類対策特別措置法施行令で定める市 

    盛岡市 

 

３ 調査内容 

 （１）大気 

 別表１に示すとおりとする。 

 なお、測定地点及び測定回数は、次により設定した。 

ア 測定地点 

一般環境及び沿道は大気常時監視測定局で、発生源周辺は廃棄物焼却施設等主要発

生源周辺とし、発生源対象施設は年次計画により選定する。 

  イ 測定回数 

    年４回（春期、夏期、秋期、冬期）とする。 

 （２）公共用水域水質（底質を含む） 

 別表２に示すとおりとする。 

 なお、測定地点及び測定回数は、次により設定した。 

ア 測定地点 

   原則として、水質環境基準の類型指定を行っている水域で測定する。 

イ 測定回数 

   年１回とする。 

 （３）地下水質 

 別表３に示すとおりとする。 

 なお、測定地点及び測定回数は、次により設定した。 

ア 測定地点 

概況調査として、地域の全体的な地下水質を代表する地点とし、年次計画により選

定する。 

また、概況調査により汚染が発見された場合は、汚染井戸周辺地区調査を実施する。 

イ 測定回数 

年１回とする。 

 （４）土壌 

 別表４に示すとおりとする。 

 なお、測定地点及び測定回数は、次により設定した。 

ア 測定地点 

   一般環境把握調査は市町村ごとにその地域を代表する地点、発生源周辺状況把握調
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査は廃棄物焼却炉等の周辺とし、年次計画により選定する。 

イ 測定回数 

年１回とする。 

   

４ 測定方法 

  測定方法は、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境 

基準について」(平成 11年 12月 27日環境庁告示第 68号)及び「ダイオキシン類対策特別

措置法の施行について」(平成 12年 1月 12日付け環境庁企画調整局長、大気保全局長及び

水質保全局長通知)に定める方法とする。 

  なお、実施にあたっては、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 12

年６月５日付け環大規第 193号）、「有害大気汚染物質モニタリング指針」（平成 11年３月

31日付け環大規第 87号）、「日本工業規格 K0312に定める方法」（平成 11年 9月 20日制定）、

「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成 12年３月）、「ダイオキシン類に

係る土壌調査測定マニュアル」（平成 12年１月 14日付け環水土第 12号）に準じて行うこ

ととする。 

  なお、本計画策定後にマニュアル等の改正があった場合は、改定後の内容に沿って行う

こととする。 

 

５ 測定結果の公表 

  県は、測定結果を取りまとめて、ダイオキシン類対策特別措置法第 27条第３項の規定に

基づき公表する。 

 

ダイオキシン類測定調査総括表 

区   分 市町村数 地点数 回数 

大気 

一般環境 

沿  道 

発生源周辺 

4 

1 

3 

4（ 3） 

1（ 1） 

3（ 2） 

4 

4 

4 

公共用水域 

水質 － 32（28） 1 

 

河川 

湖沼 

海域 

－ 

－ 

－ 

30（26） 

0（ 0） 

2（ 2） 

－ 

－ 

－ 

底質 － 32（28） 1 

 

河川 

湖沼 

海域 

－ 

－ 

－ 

30（26） 

0（ 0） 

2（ 2） 

－ 

－ 

－ 

地下水 水質 7 7（ 6） 1 

土壌 
一般環境 

発生源周辺 

7 

5 

7（ 6） 

45（36） 

1 

1 

  （注）（  ）内は岩手県実施分 

 



 
 

 3 

別表１）大気

１　岩手県実施地点

1 大船渡市 猪川町 1 4 大船渡 環境保健研究センター

2 北上市 芳町 1 4 花巻 環境保健研究センター

3 二戸市 荷渡 1 4 二戸 環境保健研究センター

沿　道 4 一関市 三反田 1 4 一関 環境保健研究センター

5 奥州市 水沢 1 4 環境保健研究センター 環境保健研究センター

6 宮古市 小山田 1 4 環境保健研究センター 環境保健研究センター

合　計 総検体数

24

２　盛岡市実施地点

一般環境 1 盛岡市 津志田 1 4 盛岡市 外部委託

発生源
周辺

2 盛岡市 下田 1 4 盛岡市 外部委託

合　計 総検体数

8

2 －

区分 № 市町村 地区名

№ 地区名

一般環境

発生源
周辺

区分 市町村 測定回数
担当広域振興局
（センター）名

測定
箇所数

測定回数 調査機関

分析機関

6

測定
箇所数

分析機関

－

 
※ 発生源周辺の具体的な地点については、今後選定する（岩手県実施分）。 
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別表２）公共用水域水質・底質

１　岩手県実施水域

担当広域振興局 採取及び

地点名 地点統一番号 （センター）名 分析機関

1 雫石川上流 葛根田川 Ａ 葛根田橋  46-02 1 盛岡 外部委託 雫石町
2 矢櫃川 － 九十九沢合流点 246-01 1 盛岡 外部委託 雫石町
3 上黒沢 － 高松２号橋 251-01 1 盛岡 外部委託 雫石町
4 稗貫川 Ａ 稗貫川橋  54-02 1 花巻 外部委託 花巻市
5 豊沢川下流 Ａ 桜　橋  23-01 1 花巻 外部委託 花巻市
6 猿ヶ石川 Ａ 安野橋  56-03 1 花巻 外部委託 花巻市
7 廻戸川 － ごみ焼却場２km上流 255-01 1 花巻 外部委託 西和賀町
8 宿内川 Ａ 宿内橋  59-01 1 県南 外部委託 金ケ崎町
9 衣　川 Ａ 衣川橋  65-01 1 県南 外部委託 奥州市
10 胆沢川下流 Ａ 再巡橋  61-01 1 県南 外部委託 奥州市
11 金流川 Ａ 天神橋  68-01 1 一関 外部委託 一関市
12 千厩川下流 Ｃ 松形橋  34-01 1 一関 外部委託 一関市
13 盛川下流 Ａ 佐野橋  11-01 1 大船渡 外部委託 大船渡市
14 馬淵川上流 Ａ 府金橋   2-54 1 二戸 外部委託 二戸市
15 久慈川下流 Ａ 湊　橋  36-01 1 県北 外部委託 久慈市
16 久慈湾 海Ａ Ｓ－１ 610-01 1 県北 外部委託 久慈市
17 遠別川 － 向渡橋 250-01 1 県北 外部委託 久慈市
18 田代川上流 Ａ 田老橋  89-01 1 宮古 外部委託 宮古市
19 高桧沢 － 薬師川合流直前 256-01 1 宮古 外部委託 宮古市
20 甲子川 Ａ 矢の浦橋  12-56 1 釜石 外部委託 釜石市
21 釜石湾（甲） 海Ａ Ｓ－15 620-01 1 釜石 外部委託 釜石市
22 米代川 AA 県境堰堤  74-01 1 盛岡 外部委託 八幡平市
23 北上川（１） AA 岩崎橋  16-51 1 盛岡 外部委託 岩手町
24 和賀川中流 AA 広表橋  25-01 1 花巻 外部委託 北上市
25 伊手川 Ａ 森大橋  28-01 1 県南 外部委託 奥州市
26 久保川 Ａ 赤子橋  32-01 1 一関 外部委託 一関市
27 大　川 Ａ 宮城県境  81-01 1 一関 外部委託 一関市
28 瀬月内川 Ａ 大向橋  82-51 1 二戸 外部委託 九戸村

水域数
河　川 26 26
湖　沼 0 0
海　域 2 2
合　計 28 28

注）全体数の10％以上の二重測定を実施する。

２　盛岡市実施水域

地点名 地点統一番号

1 Ａ 水道橋 44-01 1

2 Ａ 諸葛橋 47-02 1

3 Ａ 寺沢橋 48-51 1

4 Ａ 乙部橋 49-01 1

水域数

河　川 4 4

湖　沼 0 0

合　計 4 4

備　考

総　　括

№ 水域名
環境
基準

測定地点 測定
回数

地点数
26

4

0

4

0
2
28

備考

盛岡市

盛岡市

№ 水域名
環境
基準

測定地点

盛岡市

盛岡市

測定
回数

調査機関

総　　括

地点数

諸葛川

中津川中流

簗川

乙部川
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別表３）地下水

１　岩手県実施地点

測　定
箇所数

測定
回数

担当広域振興局
（センター）名

分析機関 備　考

202 宮古市 0060 鍬ケ崎 1 1 宮古 外部委託

206 北上市 5010 竪川目 1 1 花巻 外部委託

207 久慈市 0060 小久慈町 1 1 県北 外部委託

211 釜石市 0070 中妻町 1 1 沿岸 外部委託

215 奥州市 1410 福原 1 1 県南 外部委託

303 岩手町 0020 川口 1 1 盛岡 外部委託

6 6

注１）地点番号は、環境省の全国地下水質調査井戸台帳に登録された全国統一番号。
注２）全体数の10％以上の二重測定を実施する。

２　盛岡市実施地点

測　定
箇所数

測定
回数

調査機関 分析機関 備　考

201 盛岡市 0220 飯岡 1 1 盛岡市 外部委託

1 1

注）地点番号は、環境省の全国地下水質調査井戸台帳に登録された全国統一番号。

合　　計

地　　区市町村

市町村 地　　区

合　　計
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※ 具体的な地点については、今後選定する（岩手県実施分）。 

別表４）土壌

１　岩手県実施地点

測　定 測定 担当広域振興局

市町村 地区 地点数 回数 （センター）名

遠野市 一般環境 1 1 花巻 外部委託

一関市 一般環境 1 1 一関 外部委託

葛巻町 一般環境 1 1 盛岡 外部委託

住田町 一般環境 1 1 大船渡 外部委託

普代村 一般環境 1 1 県北 外部委託

一戸町 一般環境 1 1 二戸 外部委託

北上市 発生源周辺 9 1 花巻 外部委託

大船渡 発生源周辺 9 1 大船渡 外部委託

雫石町 発生源周辺 9 1 盛岡 外部委託

一関市 発生源周辺 9 1 一関 外部委託

一般環境 6 -

発生源周辺 36 -

合　計 42 -

注１）１地点当たり１検体とする。

注２）全体数の10％以上の二重測定を実施する。

２　盛岡市実施地点

測　定 測定

市町村 地区 地点数 回数

盛岡市 下田 一般環境 1 1 盛岡市 外部委託

盛岡市 下田 発生源周辺 9 1 盛岡市 外部委託

一般環境 1 -

発生源周辺 9 -

合　計 10 -

注１）１地点当たり１検体とする。

調査地点所在地

総　括

備　考

一般環境把握調査：
一般環境における土壌中のダイオキシン類濃度の状況を把握するため、特定の発生源の影響
をあらかじめ想定せずに実施する調査

発生源周辺状況把握調査：
ダイオキシン類を発生し排出する施設が、一般環境の土壌に及ぼす影響を把握する調査

調査区分 備　考
採取及び
分析機関

調査地点所在地

総　括

調査機関調査区分
採取及び
分析機関
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